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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を入れるための泡軽減または無泡容器において、
　液体を出し入れするための開口部を有する最上部、及び底部を有する容器本体と、
　前記容器内に配置されており、第１および第２開口部があり、前記第１および第２開口
部が穴あけ可能な密封材で覆われている中空バッフルと、
　を備え、
　前記バッフルの前記第１開口部は、前記容器本体の前記開口部と少なくとも部分的に位
置が揃っている、容器。
【請求項２】
　請求項１記載の容器において、
　前記バッフルは、側壁を有するとともに、第１端部領域に前記第１開口部と、第２端部
領域に前記第２開口部を有し、前記バッフルの前記第１端部領域は、輸送中、前記容器本
体の前記開口部と接触する、容器。
【請求項３】
　請求項２記載の容器において、
　前記バッフルは、輸送中、前記容器本体の前記開口部と液密な密閉状態を形成する、容
器。
【請求項４】
　請求項２記載の容器において、
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　前記バッフルは、前記容器本体の前記開口部に、前記第１開口部近傍の前記側壁におい
て接触している、容器。
【請求項５】
　請求項４記載の容器において、
　前記バッフルの前記第２端部領域は、前記容器本体の前記開口部から離れた場所におい
て前記容器本体の中へと延びている、容器。
【請求項６】
　請求項５記載の容器において、
　前記バッフルの前記第２開口部は、前記容器本体の前記底部の近傍に配置されている、
容器。
【請求項７】
　請求項６記載の容器において、
　前記第２開口部は、前記容器本体の前記底部から２ミリメートル以内のところにある、
容器。
【請求項８】
　請求項６記載の容器において、
　前記第２開口部は、前記容器本体の前記底部から１ミリメートル以内のところにある、
容器。
【請求項９】
　請求項１記載の容器において、
　前記バッフルの前記第１開口部が前記容器本体の前記開口部の近傍に配置されており、
前記バッフルの前記第１開口部を覆っている前記穴あけ可能密封材が前記容器本体の前記
開口部をも覆っている、容器。
【請求項１０】
　請求項１記載の容器において、
　前記容器に入っている液体をさらに備え、前記バッフルが、前記容器本体の前記開口部
から離れた場所において、前記容器本体の中、かつ、前記液体の表面より下へと延びてい
る、容器。
【請求項１１】
　請求項１０記載の容器において、
　前記穴あけ可能な密封材が両端部において穴をあけられており、前記バッフル内の液体
を介して前記容器から液体が引き出される、容器。
【請求項１２】
　請求項２記載の容器において、
　前記バッフルの外側にある前記容器本体の部分に空気が流入できるようにする通気口を
さらに備える、容器。
【請求項１３】
　請求項１２記載の容器において、
　前記通気口は、前記バッフルの前記第１端部領域と前記容器本体の前記開口部の間の間
隙である、容器。
【請求項１４】
　請求項１３記載の容器において、
　前記通気口は、前記バッフルの前記側壁にある窪みにより形成されている、容器。
【請求項１５】
　請求項１４記載の容器において、
　前記窪みは、前記バッフルの前記側壁の全長の少なくとも一部分に沿って延びる折り目
部である、容器。
【請求項１６】
　請求項１２記載の容器において、
　前記通気口は、前記第１端部領域にある前記バッフルの前記側壁にあり、前記バッフル
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の前記第１端部領域は、前記容器本体の前記開口部と液密な密封状態を形成している、容
器。
【請求項１７】
　請求項１６記載の容器において、
　前記通気口が穴あけ可能な密封材で覆われている、容器。
【請求項１８】
　自動分析装置用の試薬供給容器において、
　請求項１記載の容器と、
　開位置となるように、前記容器本体の前記開口部から動かして離すことができ、かつ、
閉位置となるように動かして前記開口部と接触させることができる蓋と、
　を備える試薬供給容器。
【請求項１９】
　自動分析装置用の試薬供給手段において、
　請求項１８記載の試薬供給容器と、前記容器に入っている液体試薬とを備え、前記バッ
フルの前記第２開口部が前記液体に沈められている、試薬供給手段。
【請求項２０】
　請求項１９記載の試薬供給手段において、
　前記バッフルは、自動分析装置の使い捨てチップ付き計量プローブを前記バッフルの前
記第１開口部を通して前記バッフルの前記第２開口部の方に向けて挿入するのに十分な大
きさとなっている、試薬供給手段。
【請求項２１】
　自動分析装置用の試薬供給手段において、
　容器本体と、前記容器本体内に配置された管状バッフルを備えた試薬供給容器であって
、前記容器本体が側壁、底部および最上部を有し、前記最上部が液体試薬を前記容器本体
に出し入れするための開口部を有しており、前記バッフルが、側壁と、前記バッフルの両
端にある第１および第２の開口部とを有しており、前記バッフルの前記第１および第２開
口部がいずれも穴あけ可能な密封材を有しており、前記バッフルの前記側壁の外部表面が
前記容器本体の前記開口部と接触している、試薬供給容器と、
　開位置となるように、前記容器本体の前記開口部から動かして離すことができ、かつ、
閉位置となるように動かして前記開口部と接触させることができる蓋と、
　前記試薬供給容器に入っている液体試薬と、
　を備える試薬供給手段。
【請求項２２】
　請求項２１記載の試薬供給手段において、
　前記バッフルの前記側壁の外部表面が前記容器本体の前記開口部に接触して密閉状態を
形成している、試薬供給手段。
【請求項２３】
　自動分析装置において、
　試料供給源と、
　試料計量ステーションと、
　反応容器と、
　請求項１９記載の試薬供給手段と、
　前記試料の特性を計測する計測機器と、
　を備えた自動分析装置。
【請求項２４】
　計量プローブに吸引される泡を減らすまたはなくす方法において、
　請求項１９記載の試薬供給手段を提供する段階と、
　前記試薬供給手段の方へ前後移動できる計量プローブを提供する段階と、
　前記蓋を前記容器本体の前記開口部から動かして離す段階と、
　前記バッフルの前記第１および第２開口部を覆っている密封材の両方に穴をあけて、液



(4) JP 4926554 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

体に沈めてある前記バッフルの端部から前記バッフルに前記液体が入れるようにし、前記
密封材は、前記計量プローブで穴をあけても、あけなくてもよい段階と、
　前記計量プローブを前記バッフルの前記第１開口部に入れ、前記バッフルに入っている
前記液体と接触させる段階と、
　前記バッフルに入っている液体を設定量吸引する段階と、
　前記計量プローブを前記バッフルから出す段階と、
　を含む方法。
【請求項２５】
　請求項２４記載の方法において、
　前記密封材の両方に穴をあける段階は、前記計量プローブのチップで行う、方法。
【請求項２６】
　試薬供給手段の製造方法において、
　液体試薬を、側壁、底部、及び液体を出し入れするための開口部を有する最上部を有す
る容器本体に入れる段階と、
　中空のバッフルであって、側壁と、穴あけ可能な密封材で密封されており、前記バッフ
ルの第２端部の近傍にある第２開口部と、前記バッフルの第１端部近傍にあり、オプショ
ンとして穴あけ可能な密封材で密封されている第１開口部とを有する中空バッフルを提供
する段階と、
　前記バッフルの前記密封した第２開口部を前記容器本体の前記開口部に前記液体の表面
より下の位置まで挿入する段階と、
　前記バッフルの前記側壁を前記容器本体に固定する段階と、
　前記バッフルの前記第１開口部を、まだ密封されていない場合に、穴あけ可能な密封材
で密封する段階と、
　を含む方法。
【請求項２７】
　請求項２６記載の方法において、
　前記バッフルの前記第１開口部と、前記容器本体の前記開口部の両方を穴あけ可能な密
封材で密封する段階をさらに含む、方法。
【請求項２８】
　請求項２６記載の方法において、
　前記容器本体の前記開口部は、円形断面を有し、かつ、前記開口部の中心から外へ延び
る突出縁部を有し、前記バッフルが、円形断面を有し、かつ、前記第１端部において、前
記第１端部の中心から外へ延びる突出縁部を有し、前記バッフルは、前記容器本体の突出
縁部の上面が、前記バッフルの突出縁部の底面に接触するまで前記容器本体に挿入される
、方法。
【請求項２９】
　請求項２８記載の方法において、
　前記バッフルは、前記突出縁部より下において、前記側壁の外側表面に突出部を有し、
前記突出部は、前記容器本体の前記突出縁部より下の位置において前記容器本体の前記側
壁に摩擦で係合し、前記バッフルを前記容器本体に不動に係合させる、方法。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の背景〕
　本発明は、液体が入っている容器で、特に液体を容器から取り出す場合に、泡の形成を
軽減するまたはなくすことに関する。特に、本発明は、自動分析装置で使用され、泡の形
成を軽減またはなくす試薬供給手段またはパックに関する。
【０００２】
　公知の診断分析装置には、Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.が販売しているVitros（
登録商標）ECi免疫診断分析装置のような免疫診断分析装置や臨床化学分析装置がある。
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この種の分析装置には、様々な検査を行うための試薬のソースがある。ほとんどの場合、
試薬は、着脱可能な蓋を有する容器に保管されている。この容器には、計量プローブを挿
入して、その容器に入っている試薬を吸引することができる。例えば、図１に示すような
試薬パック用容器が、Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.が販売しているVitros（登録商
標）ECiで用いられている。図１に示したような容器では、Surlyn（登録商標）という密
封材が容器の一番上にあり、試薬の漏れを防いでいる。この密封は、普通、最初の使用の
前に破られる。
【０００３】
　公知の容器では、出荷中または取り扱い中に試薬に泡が生じる。多くの公知である計量
システムでは、洗浄した再使用型試薬計量プローブを使用して液体の底の方から吸引する
ことにより、泡の形成を軽減している。しかしながら、容器の底の方から吸引すると、計
量がより不正確になることがある。また、再使用型試薬計量プローブ（吻状部(proboscis
)ともいう）は、径および形状が小さかったので試薬パックの底の方から吸引することが
できたが、最近の分析装置では、使い捨てチップを使用する傾向にあり、そのチップの大
きさと、チップを浸ける深さをできるだけ小さくしなければならないということから、試
薬容器の底の方から吸引することがはるかに困難となっている。チップを液体に深く挿入
することができないので、計量プローブが試薬の純粋な液体ではなく泡を吸引する可能性
が非常に大きい。
【０００４】
　蒸発を抑制する容器としては、米国特許公開公報第２００３／０２２３９１４　Ａ１号
に記載のものが公知である。
【０００５】
　上述した公知技術には、上述した問題の解決、特に計量プローブに泡が吸引されること
を防止または軽減することを適切に取り扱ったものはない。このような理由から、少なく
とも計量プローブが液体を吸引する領域で、泡の形成を軽減する、または形成させない容
器が必要とされている。
【０００６】
〔発明の概要〕
　本発明は、泡の吸引または容器内の泡を減らすまたはなくすという上記問題を解決する
方法に向けられたものである。
【０００７】
　本発明の一態様は液体を入れるための泡軽減または無泡容器に向けられている。この容
器は：最上部、底部、および液体を出し入れするための開口部を有する容器本体と；その
容器内に配置されており、第１および第２開口部があり、第１および第２開口部が穴あけ
可能な密封材で覆われている中空バッフルと、を含み、バッフルの第１開口部は、容器の
開口部と少なくとも部分的に位置が揃っている。
【０００８】
　本発明の他の態様によれば、自動分析装置用の試薬供給容器が提供されている。この試
薬供給容器は：上記のような容器と；開位置となるように、容器の開口部から動かして離
すことができ、かつ、閉位置となるように動かして開口部と接触させることができる蓋と
、を含む。
【０００９】
　本発明のさらに別の態様によれば、自動分析装置用の試薬供給手段が提供されている。
この試薬供給手段は：上記の試薬供給容器と、容器に入っている液体試薬とを含み、バッ
フルの第２開口部が液体に沈められている。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様によれば、自動分析装置用の試薬供給手段が提供されている。
この試薬供給手段は：容器本体と、容器内に配置された管状バッフルを備えた試薬供給容
器であって、容器本体が側壁、底部および最上部を有し、最上部が液体試薬を容器本体に
出し入れするための開口部を有しており、バッフルが、側壁と、バッフルの両端にある第
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１および第２の開口部とを有しており、バッフルの第１および第２開口部がいずれも穴あ
け可能な密封材を有しており、バッフルの側壁の外部表面が容器本体の開口部と接触して
いる、試薬供給容器と；開位置となるように、容器の開口部から動かして離すことができ
、かつ、閉位置となるように動かして開口部と接触させることができる蓋と；試薬供給容
器に入っている液体試薬と、を含む。
【００１１】
　本発明のさらに別の態様によれば、自動分析装置が提供されている。この分析装置は：
　試料供給源と；試料計量ステーションと；反応容器と；上記の試薬供給手段と；試料の
特性を計測する計測機器と、を含む。
【００１２】
　本発明のさらに別の態様によれば、計量プローブに吸引される泡を減らすまたはなくす
方法が提供されている。この方法は、上記のように試薬供給手段を提供する段階と；試薬
供給手段の方へ前後移動できる計量プローブを提供する段階と；蓋を容器の開口部から動
かして離す段階と；バッフルの第１および第２開口部を覆っている密封材の両方に穴をあ
けて、液体に沈めてあるバッフルの端部からバッフルに液体が入れるようにし、密封材は
、計量プローブで穴をあけても、あけなくてもよい段階と；計量プローブをバッフルの第
１開口部に入れ、バッフルに入っている液体と接触させる段階と；バッフルに入っている
液体を設定量吸引する段階と；計量プローブをバッフルから出す段階と、を含む。
【００１３】
　本発明のさらに別の態様によれば、試薬供給手段の製造方法が提供されている。この方
法は：液体試薬を開口部を有する容器に入れる段階と；中空のバッフルであって、側壁と
、穴あけ可能な密封材で密封されており、バッフルの第２端部の近傍にある第２開口部と
、バッフルの第１端部近傍にあり、オプションとして穴あけ可能な密封材で密封されてい
る第１開口部とを有する中空バッフルを提供する段階と；バッフルの密封した第２開口部
を容器の開口部に液体の表面より下の位置まで挿入する段階と；バッフルの側壁を容器に
固定する段階と；バッフルの第１開口部を、まだ密封されていない場合に、穴あけ可能な
密封材で密封する段階と、を含む。
【００１４】
　本発明の他の目的、特徴および利点は、以下の好ましい実施液体に関する詳細な検討か
ら、当業者には明らかとなろう。
【００１５】
〔好ましい実施形態の詳細な説明〕
　本発明には容器本体があり、この容器本体は、好ましくは一番上に開口部を有し、液体
を出し入れできるようになっている。中空バッフルも備えられており、このバッフルは第
１および第２の開口部を有している。バッフルは、後でより詳細に説明するように、容器
内の気泡の蓄積を減らす、または蓄積させないことに役立つ。中空バッフルは、このバッ
フルの第１開口部が少なくとも部分的に容器本体の開口部と位置が揃うように、容器内に
配置されている。動作時には、バッフルの第２開口部が、液体の表面より下にあり、容器
に液体が入っていれば、液体がバッフルに入ることができる。容器開口部と第１開口部の
位置を揃えたことにより、計量プローブのような機器をバッフル内部に挿入し、液体を取
り出すことができる。
【００１６】
　好ましい実施形態では、バッフルが、側壁と、第１および第２端部領域とを有している
。第１および第２端部領域には、それぞれ、第１および第２開口部がある。バッフルの第
２端部領域は、容器の開口部に挿入し、容器内の液体の表面より下にくるようにする。液
体は、第２開口部を通ってバッフルに入ることができる。バッフルの第１開口部は、バッ
フルの第１端部領域に配置されている。
【００１７】
　好ましい実施形態では、バッフルは管部材である。バッフルの第１および第２開口部は
、液体を透過させず、穴をあけることができる密封材で覆われている。この密封材は、例
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えば、DuPont, Inc.が市販しているエチレン・メタクリル酸コ・ポリマー(ethylene meth
acrylic acid co-polymer)のSurlyn（登録商標）などである。この密封材は、後述するよ
うに、使用前に穴をあける。本明細書で使用する限り、「穴をあける(pierce)」とは、例
えば、穿刺する、切断する、こする、取り外すなどによって、密封材に開口部を作ること
と定義される。ある実施形態では、第１端部領域が容器の最上部分より若干上にくるよう
にバッフルを構成してもよい。このような実施形態では、オプションとして、穴あけ可能
な密封材をバッフルにシールしなくてもよい。代わりに、密封材は、容器の最上部分にの
みシールする。この結果、フィルムが、単に、バッフルの第１開口部の上に広がる。第１
端部領域を容器の最上部分よりわずかに上に上げると、確実にしっかりと密封される。
【００１８】
　前述したように、バッフルを容器に挿入した場合、液体がバッフルに入ることができる
ように、第２開口部が液体の表面より下になければならない。後述するように、バッフル
内および容器内の圧力は等しく、例えば外気圧でなければならないので、容器とバッフル
内の液体の高さは等しくなる。計量プローブのような適当な機器をバッフルに挿入して、
バッフルにある液体を取り出すことができる。
【００１９】
　上述のように、第２開口部は、液体の表面より下になる。輸送および取り扱いの最中に
、容器内の液体に泡が生じうる。液体を使用する準備ができたら、第２の密封材に穴をあ
ける。第２開口部は液体の表面より下に、そしてそれ故に泡の下にあるので、液体のみが
バッフルに流入し、泡の少ないまたは泡のない領域ができ、その領域から液体を容器から
取り出すことができる。本明細書で使用する限り、泡を「減らす(reduece)」または「な
くす(eliminate)」という言葉は、前述したように、容器の他の部分と比較して、バッフ
ル内の泡が相対的にないことをいう。
【００２０】
　このように、本発明の一つの重要な側面は、バッフルの第２開口部と穴開け可能な密封
材を液体の表面より下に配置することである。第２開口部は、泡がバッフルへ流入する可
能性を防ぐために、可能な限り液体の表面より下になければならない。しかしながら、密
封した管部材は、製造過程で容器に挿入したときに、あまりに多くの液体を排水し、液体
が容器から溢れうるほど長くすることはできない。さらに、第２開口部がバッフルの底部
にある場合、容器がバッフルと密閉状態を形成するようなバッフルと容器の底部との間の
密閉状態が形成されないように、バッフルは、容器の底部に届いてはならない。よって、
好ましい実施形態では、密封された管部材を、泡の流入しないように可能な限り液体の表
面より下に延ばすべきであるが、容器の液体を過度に排水すべきではなく、また、容器の
底部に接触させるべきではない。容器により、さまざまな長さのバッフルを用いてこの目
的を達成することができる。ある好ましい実施形態では、第２開口部が容器の底部近傍に
あり、より好ましくは、容器の底部から２ミリメートル以内にあり、より好ましくは、約
１ミリメートルのところにある。
【００２１】
　他の好ましい実施形態では、後述する図面に関連して説明するように、バッフルの第１
開口部が容器開口部の近傍にある。このような実施形態では、穴開け可能な密封材で第１
開口部および容器開口部の両方を覆っていてもよい。バッフルの側壁は、容器本体に容器
開口部近傍で接触し、より好ましくは、容器開口部において接触する。側壁は、容器本体
と密閉状態を形成してもよいし、形成しなくてもよい。好ましい実施形態では、後述する
ように、バッフルの側壁と容器開口部の間に空隙が設けられる。好ましくは、容器が開口
部に突出縁部を有し、バッフルも突出縁部を有し、これら突出縁部は、互いに接触する面
を有する。バッフルの外側壁部から延びる突出部または小突起をさらに設けて、容器本体
がバッフルとを摩擦で係合できるようにしてもよい。
【００２２】
　考慮すべき重要事項の一つは、第１開口部を覆っている密封材（つまり、第１密封材）
に穴をあけた場合に外気圧となるバッフルの内側と、バッフルの外側の容器内部の両方か
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ら圧力を均等にするために、挿入したバッフルの外側にある液体の上の空洞部または空間
に空気が入りうるようにすることである。均等にする第１の好ましい実施形態では、バッ
フルの第１開口部と、容器の開口部との間に気密な密閉状態を形成する。このことは、バ
ッフルの側壁と、容器の開口部との間を気密に合わせることで行える。あるいは、このよ
うな方法で気密に合わせることが望ましくない場合には、前述したように容器の開口部と
バッフルの第１開口部との両方の上に広げた穴開け可能な密封材にバッフル第１開口部の
上においてのみ穴をあけ、バッフルの側壁および容器開口部の間の領域における密封材は
傷つけずに残しておく。
【００２３】
　これらの実施形態では、バッフル内の液面が十分に下がり、バッフルの第２開口部から
液面の上まで空気が泡となって浮かぶができる場合にのみ、外気が容器内の液体の上に入
ることができる。このようにして液体に入る空気が新しい気泡を作る危険がいくらかある
が、バッフルの内部そのものの内側に気泡ができる可能性はない。容器を横に傾けると（
または、図３Ｂとの関連で後述するように管部材の底を斜めにすると）、満たされている
程度によっては、空気の通り道がきれいにでき、そしてバッフルは、分析装置がこの液体
を使用するようになるまでは、バッフルの第２開口部より上にある所定位置まで液体で満
たされる。分析装置がこの液体を使用したら、そのうち液面が管部材の底まで再び下がり
、空気がバッフルの第２開口部から容器の内部に再び泡となって入る。
【００２４】
　圧力を均等にするための別の実施形態では、第１密封材を破った後に、容器内の液面の
上に空気が入るように、バッフルの第１端部領域近くに通気口または開口部を設けている
。上述したように、空隙を設けて、空気圧が容器内の液の上で均等になるように、第１端
部領域近くに通気口または開口部がある。
【００２５】
　圧力を均等にするためのある実施形態では、バッフルの第１端部領域、例えばバッフル
の側壁と、容器の最上部分とが密閉された関係にある。これは前述のようにして行える。
つまり、バッフル側壁と、容器の開口部とを気密に合わせるか、容器の開口部およびバッ
フルの第１開口部の両方の上に広げた穴あけ可能な密封材で、バッフル開口部の上のみに
穴をあけ、バッフル側壁および容器開口部の間の領域の上の密封材を傷つけずにそのまま
にしておくことで行える。この実施形態では、通気口または開口部がバッフルに第１端部
領域近くに設けられる。通気口は、バッフルの側壁にある単なる穴であることもある。し
かしながら、この通気口が最初に密閉されていなければ、容器内部の液体が、輸送中また
は保管中に、密封したバッフルに入ってしまうことがありうる。このようなことが起きな
いように、穴または通気口を保管中は密閉しておいて、使用前にあけることが好ましい。
【００２６】
　特に好ましい実施形態では、間隙または窪み、例えば、バッフル側壁の外側表面に沿っ
た折り目部または線状溝部などをバッフル側壁および容器の開口部の間に設けて、穴あけ
可能な密封材をその間隙の上で穿刺したら、容器と液面の間の空間に空気を入れられるよ
うにする。このことは、図３、図５および図６に関連してより詳細に説明する。
【００２７】
　好ましい手順では、最初の処理は、バッフルの第１および第２の開口部を覆っている密
封材に穴をあけることである。これらの密封材を除去または破った後、バッフルの側壁に
ある穴または通気口を覆っている密封材を除去または破ることができる。これは、あらゆ
る適当な方法で行うことができる。例えば、清浄なチップを使うこともできる（容器の一
番上を試薬で汚染しないようにするためである）。清浄なチップは、バッフルに相対的に
横に動かす。間隙の領域にある密封材に穴を開けることで、横に動かすと、通気口（つま
り、バッフル側壁および容器の間の間隙）が開口する。容器の一番上の部分は、密封材に
穴をあけるようにチップを配置できる領域があるように構成する必要がある。バッフルの
通気口の密封材に穴をあけるのに適する他の手段には、個別のスリッター・デバイスまた
は突出部がありうる。このスリッター・デバイスまたは突出部は、図１に関連して後述す
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るように、容器の開口部をカバーするスライド式シャッターの一部である。このような実
施形態では、シャッターを開位置に動かした際に密封材に穴があけられる。シャッターを
開位置に動くと、シャッターの底部から延びる鋭利な領域を有しうる突出部が、密封材の
上を通過し、密封材を開ける。
【００２８】
　本発明の容器およびバッフルは、自動分析装置用の試薬供給手段または試薬パックに使
用することが好ましい。本明細書で使用する限り、「試薬供給手段(reagent supply)」と
「試薬パック(reagent pack)」は同義語である。前述したバッフルおよび容器に加え、容
器はさらに開口部を有し、この開口部は、閉位置から開位置へ動かすことができる。典型
的な開口部は、スライド可能シャッター式開口部を有することがある。スライド可能シャ
ッター式開口部には、例えば、発明の名称が「Open and Closing a Container」であり、
２００５年３月３０日にMerrit Jacobsらにより出願され、代理人整理番号がＣＤＳ５０
３０である同時継続出願に記載されたものなどがある。この出願は、参照により本明細書
に全部組み込まれる。ネジ型キャップ式開口部には、例えば、２００３年７月１６日出願
の同時継続米国特許第１０／６２１，４３０号に開示されたようなものなどがある。この
出願も参照により本明細書にその全部が組み込まれる。前述したように、バッフルの第２
開口部は、容器の液体試薬の表面より下にある。バッフルの第１開口部と容器の開口部は
、自動分析装置の計量プローブを容器およびバッフルの内部に挿入できる大きさにしてあ
る。プローブは、好ましくは使い捨て式であるプローブチップが、バッフル内の液体試薬
の表面に届くまで下げられる。この後、試薬をプローブに吸引することができる。次にプ
ローブが引き出され、試薬は、後でより詳しく説明するように、反応容器のような他の適
当な場所において分配することができる。
【００２９】
　本発明で使用できる自動分析装置は、試料供給源、試料計量ステーション、反応容器、
前述した試薬供給源、試薬計量ステーション、および光度計や照度計のような試料の特性
を測定する機器を有していてもよい。好ましい実施形態では、試料計量ステーションと試
薬計量ステーションとは同一のものである。
【００３０】
　本発明の別の態様は、液体を計量プローブに吸引する方法を提供し、泡が計量プローブ
に吸収されることを軽減するまたはなくす。後で詳述するように、好ましくは使い捨てチ
ップを有する計量プローブは、試薬源の方へ動かされる。試薬源の容器本体上にある蓋は
、スライドさせる、またはネジをゆるめることにより、容器から外される。密封材は両方
とも（既に穴があけられていなければ）穴があけられる。第１および／または第２密封材
は、計量プローブのチップで穴をあけてもよい。密封材は、適するどのような他の装置ま
たは方法で穴をあけてもよい。
【００３１】
　バッフル内の液体の表面と接触したら、プローブのポンプが設定量の液体をプローブに
吸引する。この設定量は、もちろん、吸引する液体によって決まる。液体をプローブに吸
引したら、プローブが容器から引き出される。容器の蓋は、容器の開口部を覆う所定位置
に戻される。次に、計量プローブが分析装置に対し相対的に動かされ、吸引した液体が反
応キュベットのような所望の場所に分配される。反応キュベットには、既に試料または試
薬が入っていてもよいし、入っていなくてもよい。
【００３２】
　次に、図面に示した、非限定的な、好ましい実施形態について述べる。図１は、前述し
たVitros（登録商標）ECi分析装置のような診断分析装置で使われる公知の試薬パック容
器である。図１に示すように、容器には２つの試薬ビン、すなわち容器１１ａおよび１１
ｂがあり、容器１１ａおよび１１ｂは、それぞれ、開口部１２ａおよび１２ｂを有してい
る。フレーム１３ａ、１３ｂおよび１３ｃが、試薬ビンを収容するのに、かつ、スライド
可能シャッター式蓋を支持するのに用いられている。縦支持部１３ｂは、試薬容器を保持
するために、筒状に構成されることがある。スライドするシャッター式の蓋１５は、試薬
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パック１０の最上部に取り付けられている。図１の実施形態では、２つの部位１５ａおよ
び１５ｂを有する二股のスライド式シャッターが各開口部１２ａおよび１２ｂのそれぞれ
に使用されている。シャッターは、ピン１５ｃによって、試薬パックに回転可能に据え付
けられている。シャッターは、タブ１６ａおよび１６ｂと係合するオープナーによって動
かされる。
【００３３】
　図２Ａおよび図２Ｂは、容器本体２０とバッフル３０を組み立てたものの概略を示す。
容器本体２０には、側壁２１、上面２２，底面２３、および開口部２４がある。図面に示
すように、容器本体は、ほぼ円筒形をしている。管状バッフル２０は、図２ａおよび図２
ｂでは、挿入された状態で示されている。バッフルは、側壁３１、最上部または第１端部
領域３２、最上部または第１開口部３３、最上部または第１穴あけ可能密封材３４、底部
または第２端部領域３５、底部または第２開口部３６および底部または第２穴あけ可能密
封材３７を有する。図２Ａに示すように、最上部または底部または穴あけ可能密封材３４
および３７は無傷であり、試薬液を使用する準備ができるまで液体４０がバッフルに入ら
ないようにする。
【００３４】
　図２Ｂは、密封材が穴があけられているように模式的に示されていることを除き、図２
Ａと同一である。前述したように、密封材は、計量チップで穴をあけることができる。穴
をあけると、液体がバッフル内部３８に入り、容器内の液面と同じ高さになるまでバッフ
ルを満たす。そうすると、液体試薬は使用できる状態となる。
【００３５】
　好ましい製造プロセスが図３から図５までに示されている。図３Ａおよび図３Ｂに示す
ように、バッフル管３０は、第２開口部３６をSurlyn（登録商標）のような穴あけ可能な
密封材３７で密封されている。図３Ｂに示した好ましい実施形態では、バッフル管の底部
開口部が斜めに形成されている。つまり、側壁３１ａが側壁３１ｂよりも長い。このよう
な実施形態では、長い方の側壁が容器の底に接触し、液体は、密封材が破られた後に依然
として入ることができる。バッフル管は、バッフルの側壁と容器の開口部との間に空隙が
設けられるように、折り目部または線状の溝部４３のような窪みを有している。図３Ａお
よび図３Ｂでは、仮想線で、折り目部または線状の溝部４３が１つだけ示されている。図
５および図６に示した他の実施形態では、２つの空隙を与えるために、２つの折り目部ま
たは線状の溝部が設けられている。このことは、図６に最も明確に示されている。図６は
、図５の線６－６に沿って取られた断面図である。図６が明確に示すように、２つの空隙
４３ａおよび４３ｂが、バッフルの各側部に１つずつ設けられている。
【００３６】
　バッフル管は、液体試薬ビンを満たした後に液体試薬ビンに挿入する。Surlyn（登録商
標）は、試薬供給手段が分析装置に装着されるまで、液体試薬４０が管部材に入ることを
防止する。いろいろな長さのバッフル管を用いることにより、容器の底部から液体の一番
上までの距離「ｘ」を設定することができ、ビンの寸法を変えたり、ビンにもっと試薬を
入れたりすることなく、バッフル内の泡を抑制することができる。前述したように、好ま
しい寸法「ｘ」は２ｍｍ以下であり、より好ましくは約１ｍｍである。図４に示したバッ
フル管には、小突起または突出部３８があり、この突出部３８は、図５に関連して説明し
たように、容器２０の開口部２４とともに作用する。バッフル管は、突出縁部３９をさら
に有し、この突出縁部３９は、バッフル３０の中心から外へ延びている。
【００３７】
　空の容器２０が図４に示されている。図４に示した実施形態では、開口部２４が首部２
６の上にあり、首部２６は突出縁部２５を有している。突出縁部２６は、バッフル管を容
器に固定することとの関係で使用される。図４に示すように、突出縁部２５は、開口部の
中心から外へと延びている。
【００３８】
　図５に示すように、バッフル管は、製造中に、密封材が既に所定位置にある状態で、ビ
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ンの中に配置される。管構造は、管部材の一番上にある突出縁部３９が、容器の開口部の
上にある突出縁部２５と接するまたは互いに合うように容器と接触する。バッフル管３０
にある後退防止突出部（小突起）３８は、組み立て工程中に管部材が持ち上がってしまう
ことを防ぐ。容器を密封するのに使用したSurlyn（登録商標）は、同じ操作の間に管部材
の一番上に接着され、これにより、出荷中に管部材に決して液体が入らないようにする。
【００３９】
　図３および図５は、バッフルの側壁に線状の溝部もしくは折り目部４３（図３）または
複数の線状の溝部もしくは折り目部４３ａ、４３ｂ（図５）により形成される間隙をさら
に示している。この間隙は、バッフル内部の空気圧（第１開口部を覆う密封材に穴があけ
られた場合に外気圧となる）と、容器内部の空気圧を均等にするために穴をあけられる。
図３に示した実施形態では、密封された通気口は、たった１つの通気口である。前述した
ように、図５および図６に示した実施形態では、折り目部または線状の溝部４３ａおよび
４３ｂによって形成された２つの密封された通気口がある。図６において、折り目部また
は線状溝部４３ａおよび４３ｂで形成された通気口は、方向「Ａ」において相互にちょう
ど反対側に配置されている。この方向「Ａ」は、診断分析装置内において容器が移動する
方向である。このような構成は、吸引／分配チップが密封材に穴をあけるのに使われる実
施形態に役立つ。
【００４０】
　稼働中、試薬供給手段が分析装置に装着されている場合、密封したバッフル管は、普通
、液面より下にある。これにより、試薬パックまたは供給手段の出荷中または保管中に泡
が管部材に入ることが防止される。試薬パックまたは供給手段を分析装置に装着したら、
第１および第２の開口部を覆っている密封材に前述した方法で穴があけられ、液体が管部
材に入ることができるようにする。さらに、バッフル管側壁の密封材にも穴があけられる
。密封材の除去または穴あけにチップを使用する実施形態では、試薬パックを図６に示す
ように方向Ａに回す。これにより、チップを突出している密封材と一直線に並べることが
できる。次にチップを下げて、密封材に穴をあけることができる。
【００４１】
　この時点で、試薬源または試薬パックを分析装置に脱着すれば、泡が管部材内に形成さ
れうるが、これはまれな出来事であると予想される。ユーザーがパックを取り外し、試薬
パック内に泡が生じるような取り扱いをすれば、バッフル管は、整流装置としても作用し
て、泡の形成を軽減する。
【００４２】
　ビンに多量の泡があれば、試薬パックの試薬は、泡が完全に消える前に液面がバッフル
管の底部開口部まで十分下がるほど速く使われうる。文献によれば、泡および気泡は安定
な構造を形成し、このため、管部材が液体の中央での泡の再形成を防止するはずである。
これにより、液体は、確実に泡のない状態にとどまるはずである。全ての検査を処理した
後、液体がバッフル管の底部開口部の下を流れなければ、泡は、内側の小室に入ることは
できない。外側の小室により高い残余デッド・ボリューム(residual dead volume)を有す
ることにより、全ての検査を処理した後にビンに残っている液体は、（設計上）この低い
方の棚よりも高くなりうる。
【００４３】
　図７は、臨床分析装置の試薬保管ユニットにおける試薬パックを示している。試薬パッ
ク１０（スライド可能シャッター式蓋は不図示）がコンベアー５０に配置されている。コ
ンベアー５０は、種々のステーションを通過するように試薬パックを回す。
【００４４】
　図８は、本発明の一実施形態による試薬パック開閉器を使用できる好ましい臨床分析装
置を示している。分析装置の種類は、２０００年１月１３日出願され、参照することによ
り組み込まれる米国特許出願第０９／４８２，５９９号により詳細に記載されている。図
８に示されているように、試薬パック１０は、最初は装置の外にあるが、試薬源によって
操作される部品である。試薬パック１０は、アッセイを行うのに必要な試薬を入れるよう
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に構成されている。一般に、試薬は、一種類以上の抗原性成分または抗血清成分を含み、
これらは、被検体と化合して、反応容器にまたは反応容器と粘着するのに使用される。
【００４５】
　試薬源には、自動装填ステーション１１０がある。この自動装填ステーション１１０は
、いずれかの適当な駆動機構によって、試薬パックを試薬供給サブステーション１１２と
の間で往復させる。適当な駆動装置とは、例えば、チェーンとスプロケット、ベルトとベ
ルト車、歯車列、連結されたベルト機構(linked belt mechanism)、ポールリンク(pawl l
inks)などの一連の駆動式メカニカルリンク(a driven series of mechanical links)など
である。試薬源は、試薬サプライ冷却器１２０をさらに有する。試薬サプライ冷却器１２
０は、試薬の機能上の要件にしたがって試薬供給サブシステムの内部を冷却する（通常、
約３～１５℃、好ましくは約４～１０℃）。このようにして試薬サプライ冷却器１２０は
、試薬および反応容器を適当な湿度および温度に維持する。
【００４６】
　試薬源にはさらに試薬計量アーム１４５があり、この試薬計量アーム１４５は、可動に
取り付けられた試薬プローブ１００を有する。試薬計量アーム１４５は、試薬プローブ１
００を所定位置に配置して、試薬または希釈材を反応容器に分配できるように、軸回転す
ることができる。試薬計量プローブ１００は、試薬および／または希釈材を吸引し、搬送
し、そして反応容器に分配する。普通、試薬計量プローブ１００は、縦方向にも移動し、
開いている試薬パック１０に浸かり、また、反応容器（ウェル）の近くまで降下するよう
に構成されている。これは、ステッピングモータ付き歯車列、ベルトとベルト車のアセン
ブリ、空気圧式または油圧式リフトなど、縦方向の運動を行わせるためのいずれかの公知
の機構によって行われる。ラック・アンド・ピニオン式の駆動部に接続された、細かいス
テップのステッピングモータ（少なくとも縦方向移動に関し３９０ステップ／ｃｍである
ことが望ましい）が縦方向の運動を調節するのに好ましい機構である。軸回転が必要であ
る場合、ステップが細かく（普通、プローブまたはプローブアームを回転させるのに使用
するシャフトの一回転当たり少なくとも約１７２０ステップであることが望ましい）、ピ
ニオンが回転させるシャフトの外径部からなるまたはその外径部に取り付けられているス
テッピングモータもまた好ましい。ステッピングモータの制御、したがってプローブおよ
び機構の動きの制御は、当該技術において公知の技法で行われる。公知の技法とは、例え
ば、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，６４６，０４９号に記載されてい
るものなどである。
【００４７】
　稼働中は、バルブ、ポンプ、管材などからなる流体工学システム (fluidics system)に
接続することで試薬計量プローブ１００が流体を吸引し、分配する。試薬計量プローブ１
００は、好ましくは減圧され、減圧をやめることにより、または加圧することにより分配
を行う。
【００４８】
　試料供給源は、試料を適当な反応容器（好ましくは、不図示のウェル）に装填し計量す
る。試料供給源は、バーコードを読み取るバーコード読取機２００によりデータ処理シス
テムに入力を行うこともできる。バーコードは、試験管などの患者の試料容器に配置する
ことができる。試料供給源は、多くのサブシステムおよび部品をさらに有する。試料供給
サブシステムは、上述したように試料識別データを入力するためのバーコード読取機２０
０と、試料を試料計量ステーションまで移動させるための試料トレーコンベア２０５、１
つ以上の試料トレー搬送装置２１０、および位置決め装置２１５とを備えるサブシステム
である。試料計量ステーションは、試料位置決め装置の近くにある（すなわち、後述する
ように、吻状部２３０が降下する位置にある）。
【００４９】
　試料トレーコンベア２０５は、容器を移動させるどのようなコンベアーシステムであっ
てもよく、電気的または機械的に移動可能な磁気駆動装置を利用することができる。この
軸駆動装置は、試料トレー輸送部２１０の上にあるカルーセル２２０を前進させる。カル
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ーセル２２０は、磁気駆動装置に引き付けられる磁気部品または鉄部品を有している。代
わりに、試料トレーコンベア２０５は、モータにより駆動されるチェーンとスプロケット
、ポールリンク(pawl links)などの一連の駆動式メカニカルリンク(a driven series of 
mechanical links)、ベルト駆動式装置などを備えることもできる。好ましい試料トレー
コンベアは、楕円形状の磁気駆動式トラックシステムである。このシステムでは、試料ト
レーが、好ましくは輸送部２１０の上にあるカルーセル２２０であり、このカルーセル２
２０は、磁気に引き付けられる部分を有する。これにより、試料トレーの下の位置から楕
円形トラックの外周に沿って磁場を回すことにより、試料トレーを楕円回りに移動させる
ことができる。この構成では、試料トレーの外径部に歯車を形成してもよく、これにより
、試料トレーをそれ自体の中心軸回りに、歯車付きの部品によって回転させるようにする
ことができる。ここで、歯車付きの部品は、例えば、バーコード読取機２００の近くにあ
る（あるいは、楕円形トラックの外側のいずれか適当な他の位置にある）位置決め装置２
１５などである。
【００５０】
　試料計量サブシステムは、試料を吸引し、吻状部２３０を介して反応容器に分配する。
吻状部およびそれに関連する計量アーム２４５は、構造が前述した試薬計量アーム１４５
と同様であることが好ましい。それを使って試料を吸引、配分することができる使い捨て
チップ（図示せず）は、好ましくは吻状部に装着され、試料を吸引、送達する度に処分さ
れる。このチップは、好ましくは円錐形であり、円錐体の頂点が下に向けられている。適
当なロボット制御を用いて、吻状部をチップの上に配置し、押し付けてチップを一時的に
装着する（吻状部をチップの中空部に入れる）。便宜上、チップはチップ供給カルーセル
（図示せず）上に供給し続けることができる。チップは、吻状部駆動装置を一番上まで移
動させて、排出スリーブ（図示せず）を作動させることにより、同じように取り外すこと
ができる。一般に、使い捨てチップは、ポリエチレンまたはポリプロピレンなどの熱可塑
性材料を成型したものからなる。このようなチップにより、試料が一つの吻状端部と直接
かつ繰り返し接触することが回避される。
【００５１】
　稼働中、試料計量サブシステムは、試薬計量サブシステムと同様に機能する。試料カル
ーセル２２０に載せられた試料は、吻状部２３０が届く場所まで動かされる。使い捨てチ
ップを吻状部に装着した後、システムが吻状部を試料容器の真上まで旋回させる。次に、
吻状部が、カルーセルにある管などの容器の中へと降ろされ、行おうとしているアッセイ
に足りる所定量の試料が吸引される。次に、吻状部が（不図示の）外輪にあるウェルの上
の位置まで旋回され、試料が分配される。試料をウェルに分配するのは、試薬をウェルに
分配する前であることが好ましい。このときに、吻状部を用いて、試料がウェルに適切に
計量分配されることを確認することができる。これは、吻状部にセンサーを取り付けるこ
とにより行う。センサーは、例えば、試料計量アーム２４５にある光学センサーなどであ
る。この（不図示の）センサーは、（不図示の）変換器およびデータ処理システム６００
とつながっている。センサーは、当該技術において公知なように、静電容量を使った圧力
差により、あるいは反射エネルギーにより試料の高さを検出することが好ましい。光学セ
ンサーは、吻状部をその適切な位置に戻すのにも使用できる。試料を計量および測定した
後、前述したように試薬をウェルに分配することが好ましい。試料と試薬の混合は、部分
的に混合させるのに十分な速度で試料の入っているウェルに試薬を分配して行う。
【００５２】
　アッセイによっては、試料の希釈が必要である。このような場合、試料はまず希釈容器
に計量される。希釈容器は、前述したウェルと実質的に同様であることが好ましい。吻状
部２３０は、他のアッセイと同様に、試料を計量するのに用いられる。
【００５３】
　処理システムでは、試料、試薬、および（オプションとして）希釈材が入っている反応
ウェルが信号試薬(signal reagent)と混合され、インキュベータ３００で保温される。試
料被検体および試薬の反応における化学発光または他の適当な信号の発生もこのシステム
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で読み取られる。ウェル洗浄アーム３１０およびウェル洗浄プローブ３１５は、ウェル洗
浄サブシステムの基本的な構成要素である。ウェル洗浄サブシステムの機能は、ウェルを
洗浄し、試料および非結合試薬を除去することである（被検体は、後に読み取られる信号
を発現させる試薬とともに反応容器の壁に付着している）。温度および湿度は、インキュ
ベータ３００内で、行っているアッセイに適した温度と適した時間で調節される。保温時
間は、アッセイにより異なることがあり、データ処理システムにより管理される。
【００５４】
　ウェル洗浄サブシステムに戻って、適当に保温した後、ウェル洗浄プローブ３１５（構
造が試薬プローブ１００と同様であることが好ましい）は、試料および非結合試薬を反応
ウェルから出すように吸引、分配し、次に洗浄液をウェルに分配し、再び吸引、配分する
ように操作される。このように、反応ウェル内ではこの時点までに試薬と被検体が反応し
、ウェルに付着している。ウェル洗浄アームは、未反応であり、および／または、洗浄し
なければ試料の読み取りを妨げる可能性がある材料を除去している。
【００５５】
　このような機器は、未測定の材料が反応容器に付着し、容器の中身がさらに処理される
、または何らかの読み取りが行われるように構成することもできる。そのような場合、材
料を吸引して別の容器に分配しなければならないであろう。
【００５６】
　ウェル洗浄が完了すると、ウェル洗浄アーム３１０は、移動可能に取り付けられている
ウェル洗浄プローブ３１５を所定位置に関節式に移動して、試料および非結合試薬を吸引
し、洗浄液を反応容器に分配する。普通、洗浄液は、ウェル洗浄プローブ３１５が反応ウ
ェルから外へと上昇させながら分配する。信号試薬サブシステムは、その主な構成要素と
して、信号試薬アーム４１０、信号試薬プローブ４００、信号試薬（パック）４２０、お
よび注入／汲み上げ装置(prime/pump assembly)４１５を備えている。信号試薬プローブ
４００（既に説明した他のプローブと構造が同様であることが好ましい）は、信号試薬ア
ーム４１０に可動に取り付けられており、信号試薬を信号試薬パック４２０からウェルに
吸引し、運び、分配する。信号試薬アーム４１０は、このために注入／汲み上げ装置４１
５に取り付けられている。信号試薬は、反応した試薬／試料化合物（例えば、ルミノール
誘導体(luminol derivatives)）との化合により信号を生成する成分を含有する合成物で
ある。照度計(luminometer)５００は、光電子増倍管５２０と接続されている光ファイバ
バンドル５１０から構成されており、光電子増倍管５２０は、さらにデータ処理システム
６００と接続されている。稼働中、光ファイババンドル５１０は、試薬およびオプション
として希釈材が混ぜてある試薬の上に配置される。反応している試薬／試料化合物が生成
した化学発光信号は、次に光電子増倍管に送られる。光電子増倍管は、従来のデジタル技
術により処理できるように、光信号を電気信号に変換する。照度計５００の較正には、内
部基準(internal reference)（図示せず）を用いることができる。
【００５７】
　データ処理システム６００は、システムとサブシステムの機能を調整し、システム診断
を実行し、機器を較正し、結果を記録し、結果を分析するために用いられる統合された回
路列である。データ処理システム６００は、マイクロプロセッサなど公知の処理装置を含
み、任意の数の外部処理システムと電気的に接続されていてもよい。例えば、データ処理
システム６００は、ローカルエリアネットワークを介して他の分析機器に接続されていて
、これにより、一部は本明細書で説明した機器では行われない多数の異なるアッセイにつ
いて、テストを計画し、結果を集計し、報告するようにしてもよい。
【００５８】
　本発明による泡を軽減するまたはなくす方法は、コンピュータが読み取ることができる
コードを有し、当該技術で公知のように分析装置のコンピュータ・コントローラとつなが
っているコンピュータプログラムで実行することができる。
【００５９】
　本発明の化合物、合成物および処理にさまざまなに変更および変形できることは、当業
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者には明らかであろう。したがって、添付した特許請求の範囲及びその均等の範囲内にあ
ることを条件として、本発明は、このような変更や変形を網羅することが意図されている
。
【００６０】
　上記に引用した全ての刊行物の開示内容は、各々に個別に言及して組み込む場合と同じ
範囲で、その全体が言及することにより本明細書に組み込まれる。
【００６１】
〔実施の態様〕
（１）　液体を入れるための泡軽減または無泡容器において、
　最上部、底部、および液体を出し入れするための開口部を有する容器本体と、
　前記容器内に配置されており、第１および第２開口部があり、前記第１および第２開口
部が穴あけ可能な密封材で覆われている中空バッフルと、
　を備え、
　前記バッフルの前記第１開口部は、前記容器の前記開口部と少なくとも部分的に位置が
揃っている、容器。
（２）　実施態様１記載の容器において、
　前記バッフルは、側壁を有するとともに、第１端部領域に第１開口部と、第２端部領域
に第２開口部を有し、前記バッフルの前記第１端部領域は、輸送中、前記容器本体の前記
開口部と接触する、容器。
（３）　実施態様２記載の容器において、
　前記バッフルは、輸送中、前記容器本体の前記開口部と液密な密閉状態を形成する、容
器。
（４）　実施態様２記載の容器において、
　前記バッフルは、前記容器の前記開口部に、前記第１開口部近傍の前記側壁において接
触している、容器。
（５）　実施態様４記載の容器において、
　前記バッフルの前記第２端部領域は、前記容器の前記開口部から離れた場所において前
記容器の中へと延びている、容器。
【００６２】
（６）　実施態様５記載の容器において、
　前記バッフルの前記第２開口部は、前記容器の前記底部の近傍に配置されている、容器
。
（７）　実施態様６記載の容器において、
　前記第２開口部は、前記容器の前記底部から２ミリメートル以内のところにある、容器
。
（８）　実施態様６記載の容器において、
　前記第２開口部は、前記容器の前記底部から１ミリメートル以内のところにある、容器
。
（９）　実施態様１記載の容器において、
　前記バッフルの前記第１開口部が前記容器の前記開口部の近傍に配置されており、前記
バッフルの前記第１開口部を覆っている前記穴あけ可能密封材が前記容器の前記開口部を
も覆っている、容器。
（１０）　実施態様１記載の容器において、
　前記容器に入っている液体をさらに備え、前記バッフルが、前記容器の前記開口部から
離れた場所において、前記容器の中、かつ、前記液体の表面より下へと延びている、容器
。
【００６３】
（１１）　実施態様１０記載の容器において、
　前記穴あけ可能なカバーが両端部において穴をあけられており、前記バッフル内の液体
を介して前記容器から液体が引き出される、容器。
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（１２）　実施態様２記載の容器において、
　前記バッフルの外側にある前記容器の部分に空気が流入できるようにする開口部をさら
に備える、容器。
（１３）　実施態様１２記載の容器において、
　前記開口部は、前記バッフルの前記第１端部領域と前記容器の前記開口部の間の間隙で
ある、容器。
（１４）　実施態様１３記載の容器において、
　前記開口部は、前記バッフルの前記側壁にある窪みにより形成されている、容器。
（１５）　実施態様１４記載の容器において、
　前記窪みは、前記バッフルの前記側壁の全長の少なくとも一部分に沿って延びる折り目
部である、容器。
【００６４】
（１６）　実施態様１２記載の容器において、
　前記開口部は、前記第１端部領域にある前記バッフルの前記側壁にあり、前記バッフル
の前記第１端部領域は、前記容器本体の前記開口部と液密な密封状態を形成している、容
器。
（１７）　実施態様１６記載の容器において、
　前記開口部が穴あけ可能な密封材で覆われている、容器。
（１８）　自動分析装置用の試薬供給容器において、
　実施態様１記載の容器と、
　開位置となるように、前記容器の前記開口部から動かして離すことができ、かつ、閉位
置となるように動かして前記開口部と接触させることができる蓋と、を備える試薬供給容
器。
（１９）　自動分析装置用の試薬供給手段において、
　実施態様１８記載の試薬供給容器と、前記容器に入っている液体試薬とを備え、前記バ
ッフルの前記第２開口部が前記液体に沈められている、試薬供給手段。
（２０）　実施態様１９記載の試薬供給手段において、
　前記バッフルは、自動分析装置の使い捨てチップ付き計量プローブを前記バッフルの前
記第１開口部を通して前記バッフルの前記第２開口部の方に向けて挿入するのに十分な大
きさとなっている、試薬供給手段。
【００６５】
（２１）　自動分析装置用の試薬供給手段において、
　容器本体と、前記容器内に配置された管状バッフルを備えた試薬供給容器であって、前
記容器本体が側壁、底部および最上部を有し、前記最上部が液体試薬を前記容器本体に出
し入れするための開口部を有しており、前記バッフルが、側壁と、前記バッフルの両端に
ある第１および第２の開口部とを有しており、前記バッフルの第１および第２開口部がい
ずれも穴あけ可能な密封材を有しており、前記バッフルの側壁の外部表面が前記容器本体
の前記開口部と接触している、試薬供給容器と、
　開位置となるように、前記容器の前記開口部から動かして離すことができ、かつ、閉位
置となるように動かして前記開口部と接触させることができる蓋と、
　前記試薬供給容器に入っている液体試薬と、
　を備える試薬供給手段。
（２２）　実施態様２１記載の試薬供給手段において、
　前記バッフルの前記側壁の外部表面が前記容器の前記開口部に接触して密閉状態を形成
している、試薬供給手段。
（２３）　自動分析装置において、
　試料供給源と、
　試料計量ステーションと、
　反応容器と、
　実施態様１９記載の試薬供給手段と、
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　前記試料の特性を計測する計測機器と、
　を備えた自動分析装置。
（２４）　計量プローブに吸引される泡を減らすまたはなくす方法において、
　実施態様１９記載の試薬供給手段を提供する段階と、
　前記試薬供給手段の方へ前後移動できる計量プローブを提供する段階と、
　前記蓋を前記容器の前記開口部から動かして離す段階と、
　前記バッフルの前記第１および第２開口部を覆っている密封材の両方に穴をあけて、液
体に沈めてある前記バッフルの端部から前記バッフルに前記液体が入れるようにし、前記
密封材は、前記計量プローブで穴をあけても、あけなくてもよい段階と、
　前記計量プローブを前記バッフルの前記第１開口部に入れ、前記バッフルに入っている
前記液体と接触させる段階と、
　前記バッフルに入っている液体を設定量吸引する段階と、
　前記計量プローブを前記バッフルから出す段階と、
　を含む方法。
【００６６】
（２５）　実施態様２４記載の方法において、
　前記密封材の両方に穴をあける段階は、前記計量プローブのチップで行う、方法。
（２６）　試薬供給手段の製造方法において、
　液体試薬を開口部を有する容器に入れる段階と、
　中空のバッフルであって、側壁と、穴あけ可能な密封材で密封されており、前記バッフ
ルの第２端部の近傍にある第２開口部と、前記バッフルの第１端部近傍にあり、オプショ
ンとして穴あけ可能な密封材で密封されている第１開口部とを有する中空バッフルを提供
する段階と、
　前記バッフルの前記密封した第２開口部を前記容器の前記開口部に前記液体の表面より
下の位置まで挿入する段階と、
　前記バッフルの前記側壁を前記容器に固定する段階と、
　前記バッフルの前記第１開口部を、まだ密封されていない場合に、穴あけ可能な密封材
で密封する段階と、
　を含む方法。
（２７）　実施態様２６記載の方法において、
　前記バッフルの前記第１開口部と、前記容器の前記開口部の両方を穴あけ可能な密封材
で密封する段階をさらに含む、方法。
（２８）　実施態様２６記載の方法において、
　前記容器の前記開口部は、円形断面を有し、かつ、前記開口部の中心から外へ延びる突
出縁部を有し、前記バッフルが、円形断面を有し、かつ、前記第１端部において、前記第
１端部の中心から外へ延びる突出縁部を有し、前記バッフルは、前記容器の突出縁部の上
面が、前記バッフルの突出縁部の底面に接触するまで前記容器に挿入される、方法。
（２９）　実施態様２８記載の方法において、
　前記バッフルは、前記突出縁部より下において、前記側壁の外側表面に突出部を有し、
前記突出部は、前記容器の前記突出縁部より下の位置において前記容器の側壁に摩擦で係
合し、前記バッフルを前記容器に不動に係合させる、方法。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】公知技術における試薬パックまたは試薬供給手段の斜視図である。
【図２Ａ】本発明の好ましい実施形態による容器本体およびバッフルの横断面模式図であ
る。
【図２Ｂ】本発明の好ましい実施形態による容器本体およびバッフルの横断面模式図であ
る。
【図３Ａ】本発明の好ましい実施形態によるバッフル管の横断面模式図である。
【図３Ｂ】本発明の好ましい実施形態によるバッフル管の横断面模式図である。
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【図４】本発明の好ましい実施形態による容器本体の横断面模式図である。
【図５】本発明の好ましい実施形態による容器本体およびバッフルの横断面模式図である
。
【図６】本発明の好ましい実施形態による図５の線６－６に沿って取った容器の開口部と
バッフルの上面断面模式図である。
【図７】本発明の好ましい実施形態による診断分析装置の試薬保管ユニットの斜視図であ
り、試薬パックを回転させる回転台を示している。
【図８】本発明と共に使用できる診断分析装置の斜視図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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